
ライセンス 

ライセンスについて 
本個人エンドユーザ・ライセンス契約（これ以降「ライセンス」と記す）は、同梱の CD-ROM に収められた

Image-Pro Plus に適用されるものです。Image-Pro Plus を使用される場合は、お客様が本ライセンスの条

件に同意されたものとみなします。もし本ライセンスの条件に同意しない場合は、保護カバーを開封せず

に、レシートのコピーと共にただちに Media Cybernetics, Inc. または日本での販売元(株)日本ローパー（こ

れ以降 Media と記す）までご返送ください。ライセンス料をお返しします。 

プログラムに対するライセンス 

Media は、ソフトウェア、プログラム・メディア、コピープロテクトキー（不正コピー防止キー）、マニュアル（これ以降、総称

的に「本製品」と記す）を含めて、Windows 版 Image-Pro Plus を複製、出版、販売、ライセンス供与、流通する権

利を世界的に所有します。所望の結果を得るために本プログラムを選択する責任、および本プログラムをインスト

ールし使用する責任は、エンドユーザであるお客様（ライセンス所有者）が負うものとします。 

ライセンスの内容 

本ライセンスにより、Media は、ライセンス所有者が本ライセンスの条件に従って本製品を非独占的に１個人として

単独に使用することを認めます。ライセンス所有者による以下の行為は許可されています。 

１. CD-ROM に収められている ２つの版のうち、いずれか一方のみを使用すること。 

２. ライセンス所有者が所有、借用、あるいはその他の方法で管理している１台のワークステーションで本製品を

使用すること。この場合、ネットワーク接続されているか、その他のコンフィギュレーションが設定されているか

は問わない。 

３. １台のワークステーションで本製品を使用する予備として、本製品のバックアップ・コピーを作成すること。 

４. 第３者が本ライセンスの条件に同意した場合に、本製品と本ライセンスを第３者に譲渡すること。本製品を譲

渡する場合には、譲渡と同時に、本製品のすべてのコピーを譲渡先だけに渡し、渡さないコピーはすべて破

壊し、廃棄すること。 

ライセンス所有者がマニュアル等の文書を CD-ROM から印刷したとき、または Media から文書を入手したときは、

著作権の注意書きを必ず本製品のマニュアルのあらゆるコピーについて複製し、添付することとする。 

ライセンス所有者による以下の行為は禁止されています。 

１. 本製品の全体、一部にかかわらず、上記 ２.に明示されている以外の方法で、本製品を使用、複製すること。 

２. 同時に複数のワークステーションで本製品を使用すること。 

３. 上記 ３.に明示されている以外の方法で、本製品、本ライセンス、本製品に基づくあらゆるプログラム、本製品

や本製品の一部に含まれているもののいずれかでも、複製、貸与、配布、販売、ライセンスの全体もしくは一

部を第 ３者に供与すること、あるいは譲渡すること。 

４. 本製品、もしくは本製品の一部を利用して他のソフトウェアを開発すること、または本製品、もしくは本製品の

一部を他のソフトウェアに組み込むこと。 

上記の用途、ならびにその他の、本ライセンスで特別に許可されていないあらゆる用途については、Media からの

ライセンスを別途必要とします。このための特殊なライセンスを受けるには、以下までお問い合わせください。 

Media Cybernetics, Inc. (株)日本ローパー 

4340 East-West Hwy, Suite 400                                                    〒135-0033 東京都江東区深川 

Bethesda, Maryland 20814-4411 USA                                             2-8-19 サクライビル 3F 

条件 

本ライセンスは、終了されるまで有効です。ライセンス所有者は、本製品を、本製品のあらゆる形態のコピーおよ

びマニュアルとともに全て破壊することにより、いかなる時点でもライセンスを終了できます。また、ライセンス所有

者が、本ライセンスの条件をいずれにかかわらず遵守しない場合には、Media からの通告なしにライセンスは自動

的に終了されます。この場合、ライセンス所有者はライセンスの終了に同意し、本製品、および本製品の全てのコ

ピーを破壊し廃棄するものとします。 
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保証の制限 

本製品は現状のまま提供され、明示、暗示のいずれにかかわらず一切の保証を含みません。保証しない例とし

て、暗示的な本製品の商品性や特定の目的に対する適合性に対する保証がありますが、これに限定されるもの

ではありません。本製品の品質や性能に対する全責任はライセンス所有者が負うものとします。万一本製品に欠

陥があると判明した場合でも、必要な修理、修復、修正のすべてに関する全コストは、ライセンス所有者が負担す

るものとします。（Media および Media 製品の正規販売会社のいずれも、これに関するコストは負担しません。） 

司法管轄によっては暗示的な保証の除外を認めていないので、上記の保証除外が当てはまらない場合もありま

す。この場合、ライセンス所有者には特定の法的権利が保証されます。また、ライセンス所有者は、司法管轄によ

ってさまざまに異なるその他の権利を有する場合もあります。 

ただし Media は、通常の使用条件下で、ソフトウェアが記録されているプログラム・メディアが材質、製品状態にお

いて、レシートによって証明されるプログラム・メディアの入手日から 90 日間、欠陥がないことを保証します。 

補償の制限 

Media の負う全責任、およびライセンス所有者の得る限定的な補償は以下のようになります。 

１. 制限された Media の保証内容を満たさないプログラム・メディアが、レシートのコピーと共に Media に返送され

た場合、プログラム・メディアを交換すること。 

２. 製品状態において欠陥のないプログラム・メディアの代品を Media が送付できない場合、本製品とレシートの

コピーを購入先または Media に返送することにより、ライセンス所有者は本ライセンスを終了できる。この場合

製品代金は返金される。 

本製品を使用すること、あるいは使用できないことによって発生する逸失利益、節約できると見なされていた金額

の損失、あるいはその他の間接的、例外的、懲罰的、偶発的、結果的な損害賠償、請求、訴訟を含むあらゆる損

害賠償に対して、いかなる場合でも Media は責任を負いません。この場合、そのような損害賠償、請求、訴訟など

の可能性について Media が通告されていても、Media は責任を負いません。さらに、ライセンス所有者が本製品

を使用したことから派生する第３者からの請求に対しても、いかなる場合においても Media は責任を負いません。 

司法管轄によっては、偶発的、あるいは結果的な損害に対する保証の制限や除外を認めていないので、上記の

制限や除外が当てはまらない場合もあります。 

商標について 

Image-Pro、およびそれを構成するソフトウェアの名称は、Media の商標、あるいは登録商標です。したがって、

これらの商標、登録商標に対する権利、ライセンス、および利益は譲渡されません。 

一般的な情報 

本ライセンスに明示されている以外の方法で、本ライセンスまたは本製品を、部分・全体にかかわりなく第３者に

供与すること、あるいは依託、譲渡することは禁止されています。したがって、明示されている以外の方法で、あら

ゆる権利、義務を第３者に分割供与、依託、譲渡する行為は無効です。 

本ライセンスには米国メリーランド州法が適用されます。メリーランド州法はメリーランド州内で締結したライセンス

に対して適用され、履行されます。 

万一、司法管轄内の法廷により本ライセンスの一部が無効、あるいは履行不可能だと宣告された場合でも、それ

以外の条件は完全な効力を有するものとします。 

本ライセンス内に記載されたあらゆる権利について、Media が権利を行使しない場合でも、以降の派生事象に対

処する権利を含む権利を Media が放棄したとは見なさないこととします。 

本ライセンスに関してご質問がある場合は、Media Cybernetics または(株)日本ローパーまで書面でご連絡くださ

い（連絡先は前ページをご覧ください）。 

本ソフトウェアを使用ないし譲渡することにより、ライセンス所有者は本ライセンスを読み、理解し、ライセン

スの条件に同意したことを認めたものとします。さらに、本ライセンスがライセンス所有者個人と Media の間

での排他的な契約として締結されたこと、および、本ライセンスの内容に関して、ライセンス所有者と Media

との間における口頭、書面、その他の形態によるあらゆる提案、あるいは本ライセンス以前に取り交わされ

たあらゆる契約は、本ライセンスの締結により無効になることに同意するものとします。 




